
「令和6年2月分」

事業者
九州運輸
局内

運輸支局
内

当該(営)
違反点数

九州みやび観光株式会社
(法人番号9340001006276)
代表者本村雅樹

本社営業所

鹿児島県鹿児島市石谷町
1279番地6

鹿児島県鹿児島市石谷町
1279番地6

有限会社大隅観光バス(法
人番号9340002027296)代
表者西水流聡

本社営業所

鹿児島県曽於市大隅町岩
川7391番地1

鹿児島県曽於市大隅町岩
川7391番地1

一般貸切旅客自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の状況について

九州運輸局自動車交通部
自動車運送事業安全監理室

 営業所の名称及び所在地処分年月日
事業者の氏名又は名称
及び事業者の所在地

 行政処分等の内容 主な違反条項 違反行為の概要

違反点数付与状況
（累積違反点数）

文書警告
道路運送法第27条
第3項

令和5年8月23日、監査実施。2件の違反
が認められた。(1)点呼の記録事項義務
違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以
下「運輸規則」)第24条第5項)、(2)運転者
に対する指導監督違反(運輸規則第38条
第1項)

13 13 13 13

令和6年2月9日 文書警告
道路運送法第27条
第3項

令和5年11月20日、監査実施。5件の違
反が認められた。(1)運送引受書の記載
事項不備違反(旅客自動車運送事業運
輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第1
項)、(2)疾病、疲労等のおそれのある運
行業務(運輸規則第21条第5項)、(3)運行
記録計による記録又は運行記録計によ
る記録保存違反(運輸規則第26条第1
項)、(4)乗務員等台帳の記載事項等義務
違反(運輸規則第37条第1項)、(5)運転者
に対する指導監督違反(運輸規則第38条
第1項)

3 3

令和6年2月9日

3 3
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一般貸切旅客自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の状況について

九州運輸局自動車交通部
自動車運送事業安全監理室

 営業所の名称及び所在地処分年月日
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及び事業者の所在地

 行政処分等の内容 主な違反条項 違反行為の概要

違反点数付与状況
（累積違反点数）

有限会社姫戸タクシー(法人
番号9330002028948)代表
者中本総一郎

松島営業所

熊本県上天草市姫戸町姫
浦906-4

熊本県上天草市松島町合
津3325-1

ＥＳ観光株式会社(法人番号
1300001004514)代表者水
川淳

江北本社営業所

佐賀県杵島郡江北町大字
上小田4493番地1

佐賀県杵島郡江北町大字
上小田4493番地1

2 2文書警告
道路運送法第27条
第3項

令和5年12月12日、監査実施。4件の違
反が認められた。(1)運送引受書の記載
事項不備違反(旅客自動車運送事業運
輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第1
項)、(2)運行指示書の記載事項義務違反
(運輸規則第28条の2第1項)、(3)乗務員
等台帳の記載事項等義務違反(運輸規
則第37条第1項)、(4)運転者に対する指
導監督の記録又は指導監督の記録保存
違反(運輸規則第38条第1項)

2 2

令和6年2月15日 文書警告 1

令和6年2月16日

道路運送法第27条
第3項、道路運送車
両法第48条

令和4年12月20日、監査実施。7件の違
反が認められた。(1)疾病、疲労等のおそ
れのある運行業務(旅客自動車運送事業
運輸規則（以下「運輸規則」)第21条第5
項)、（2）点呼の記録事項義務違反(運輸
規則第24条第5項)、（3）業務の記録事項
義務違反(運輸規則第25条第1項、第2
項、第4項)、（4）乗務員等台帳の記載事
項等義務違反(運輸規則第37条第1項)、
（5）運転者に対する指導監督違反(運輸
規則第38条第1項)、（6）定期点検整備等
の実施違反(運輸規則第45条、道路運送
車両法第48条)、（7）整備管理者の研修
受講義務違反(運輸規則第46条)

1 1 1


